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島 原 市 ウ ェ ブ ペ ー ジ 広 告 取 扱 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 島 原 市 広 告 掲 載 要 綱 （ 以 下 「 要 綱 」 と い う 。） 第

４ 条 及 び 第 １ ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、島 原 市

が 作 成 し 、 及 び 管 理 し て い る ウ ェ ブ ペ ー ジ （ 以 下 「 市 ウ ェ ブ ペ ー ジ 」

と い う 。） に 有 料 で 広 告 掲 載 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 で 使 用 す る 用 語 は 、 要 綱 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

２  こ の 要 領 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  バ ナ ー 広 告  市 ウ ェ ブ ペ ー ジ に 広 告 主 の 指 定 す る ウ ェ ブ ペ ー ジ

へ の リ ン ク を 設 定 し た 広 告 の 画 像 を 掲 載 し て 行 う 広 告 を い う 。  

(2)  テ キ ス ト 広 告  市 ウ ェ ブ ペ ー ジ に 広 告 主 の 指 定 す る ウ ェ ブ ペ ー

ジ へ の リ ン ク を 設 定 し た 広 告 の 文 字 を 掲 載 し て 行 う 広 告 を い う 。  

 （ 広 告 種 類 及 び 基 準 ）  

第 ３ 条  市 ウ ェ ブ ペ ー ジ に 広 告 掲 載 す る 広 告（ 以 下「 ウ ェ ブ 広 告 」と い

う 。） の 種 類 は 、 バ ナ ー 広 告 及 び テ キ ス ト 広 告 と す る 。  

２  ウ ェ ブ 広 告 は 、次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

(1) 島 原 市 広 告 掲 載 基 準  

(2) 別 に 定 め る 島 原 市 ウ ェ ブ ペ ー ジ 広 告 掲 載 基 準  

 

 （ 広 告 掲 載 の 期 間 ）  

第 ４ 条  広 告 掲 載 の 期 間 は １ か 月 を 単 位 と し 、広 告 掲 載 の 開 始 日 及 び 終

了 日 は 、 市 長 が 定 め る 。  
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２  市 長 は 、市 の サ ー バ の 保 守 等 の た め 、市 ウ ェ ブ ペ ー ジ の 公 開 を 停 止

す る 場 合 も 、広 告 掲 載 の 期 間 は 延 長 し な い も の と す る 。た だ し 、市 の

サ ー バ の 停 止 す る 期 間 が １ 月 に ７ ２ 時 間 を 超 え る と き は 、こ の 限 り で

な い 。  

 （ 広 告 の 募 集 ）  

第 ５ 条  ウ ェ ブ 広 告 の 募 集 は 、市 の 公 式 の ホ ー ム ペ ー ジ 又 は 市 の 広 報 そ

の 他 の 方 法 で 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は 広 告 の 募 集 に 当 た っ て 、広 告 代 理 店 等 を 介 し て 行 う こ と が で

き る こ と と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 の 申 込 み ）  

第 ６ 条  ウ ェ ブ 広 告 の 広 告 申 込 者 は 、様 式 第 １ 号 の 申 込 書 を 市 長 が 定 め

る 日 ま で に 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 広 告 掲 載 の 承 諾 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 の 申 込 み が あ っ た と き は 、

要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 、広 告 掲 載 の 承 諾 の 可 否 を 決 定 す る も の と す

る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 広

告 申 込 者 が 広 告 枠 数 を 超 え る と き は 、広 告 掲 載 の 期 間 が 長 い も の を 優

先 す る も の と し 、そ れ で も 広 告 枠 数 を 超 え る と き は 、抽 選 に よ り 決 定

す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、広 告 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、様 式 第 ２ 号 又 は 様 式 第 ３ 号

の 通 知 書 に よ り 広 告 申 込 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 確 認 書 等 の 提 出 ）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 の 承 諾 を 受 け た 者 （ 以 下 「 広 告 主 」

と い う 。） は 、 市 長 が 指 定 す る 日 ま で に 様 式 第 ４ 号 の 確 認 書 を 市 長 に



 3 

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  バ ナ ー 広 告 の 広 告 主 は 、市 長 が 指 定 す る 日 ま で に 当 該 バ ナ ー 広 告 の

電 磁 的 記 録 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 広 告 掲 載 料 ）  

第 ９ 条  広 告 掲 載 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 広 告 掲 載 料 」 と い う 。） は 、 広 告

掲 載 の 期 間 、位 置 、市 ウ ェ ブ ペ ー ジ の 加 工 経 費 等 を 勘 案 し 、市 長 が 定

め る 。  

２  広 告 主 は 、市 長 が 指 定 す る 日 ま で に 広 告 掲 載 料 を 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

３  既 納 の 広 告 掲 載 料 は 、返 還 し な い も の と す る 。た だ し 、広 告 主 の 責

め に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 広 告 掲 載 を 中 止 し た と き は 、こ の

限 り で な い 。  

４  前 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 返 還 す る 広 告 掲 載 料 は 、広 告 掲 載 を 中

止 し た 日 の 属 す る 月 以 降 に 係 る 既 納 の 広 告 掲 載 料 と す る 。  

５  第 ３ 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 返 還 す る 広 告 掲 載 料 に は 利 子 を 付

さ な い 。  

 （ 広 告 掲 載 の 位 置 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、広 告 枠 数 の 変 更 、広 告 掲 載 す る ウ ェ ブ 広 告 の 数 の 変

更 、市 ウ ェ ブ ペ ー ジ の デ ザ イ ン の 変 更 又 は 市 ウ ェ ブ ペ ー ジ の 管 理 上 の

理 由 の た め 、市 ウ ェ ブ ペ ー ジ を 変 更 す る 場 合 は 、広 告 掲 載 中 の ウ ェ ブ

広 告 の 市 ウ ェ ブ ペ ー ジ 内 の 位 置 及 び 順 番 を そ の 広 告 の 価 値 を 著 し く

損 な わ な い と 認 め ら れ る 範 囲 で 変 更 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 （ 広 告 の 変 更 ）  

第 １ １ 条  広 告 主 は 、広 告 掲 載 の 開 始 日 が 属 す る 月 の 翌 月 以 降 に ウ ェ ブ

広 告 の 変 更 （ ウ ェ ブ 広 告 の 種 類 の 変 更 を 除 く 。 以 下 こ の 条 お い て 同
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じ 。） を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 ウ ェ ブ 広 告 の 変 更 は

１ 月 に 1 回 ま で と す る 。  

２  広 告 主 は 、ウ ェ ブ 広 告 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、様 式 第 ５ 号 の

変 更 申 込 書 を ウ ェ ブ 広 告 の 変 更 を し よ う と す る 日 の ２ ０ 日 前 ま で に

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 広 告 掲 載 の 取 り 止 め ）  

第 １ ２ 条  広 告 主 は 、 自 己 の 都 合 に よ り 広 告 掲 載 を 取 り 止 め る と き は 、

様 式 第 ６ 号 の 申 出 書 を 広 告 掲 載 を 取 り 止 め よ う と す る 日 の ３ 日 前 ま

で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 広 告 掲 載 に 係 る 契 約 の 解 除 の 通 知 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 の 契 約 を 解 除 し た

と き は 、 様 式 第 ７ 号 の 通 知 書 に よ り 広 告 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 裁 判 管 轄 ）  

第 １ ４ 条  広 告 掲 載 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は 、島 原 市 の 所 在 地 を 管 轄 す

る 裁 判 所 で 行 う も の と す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は 平 成 ２ ３ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


